
令
和
五
年
法
律
第
四
十
六
号

国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
法

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
並

び
に
附
則
第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
六
条

第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項

並
び
に
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
理
事
長
等
と
な
る
べ
き
者
の
指
名
等
）

第
二
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
機
構
の
理
事
長
と

な
る
べ
き
者
及
び
監
事
と
な
る
べ
き
者
を
指
名
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
と
な
る
べ

き
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
機
構
の
副

理
事
長
と
な
る
べ
き
者
及
び
理
事
と
な
る
べ
き
者
を
指

名
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
、
副
理

事
長
、
理
事
又
は
監
事
と
な
る
べ
き
者
は
、
機
構
の
成

立
の
時
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
理
事
長
、
副
理
事
長
、
理
事

又
は
監
事
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

４
　
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労

働
大
臣
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
長

と
な
る
べ
き
者
と
し
て
よ
り
適
切
と
認
め
る
者
を
任
命

す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
り
機
構
の
成
立
の
時
に
お
い
て
任
命
さ
れ

た
も
の
と
さ
れ
る
理
事
長
の
任
期
を
、
任
命
の
日
か

ら
、
中
期
目
標
の
期
間
の
初
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る

日
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
設
立
委
員
等
）

第
三
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
設
立
委
員
を
命
じ
て
、
機

構
の
設
立
に
関
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
。

２
　
設
立
委
員
は
、
業
務
方
法
書
、
制
裁
規
程
そ
の
他
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
規
則
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大

臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可

は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
行

日
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第

一
項
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
規
定
に
よ
り
し

た
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
と
み
な
す
。

４
　
設
立
委
員
は
、
機
構
の
設
立
の
準
備
を
完
了
し
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け

出
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
務
を
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
と
な
る
べ
き
者
に
引
き
継
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
等
へ
の
意
見
聴
取
等
）

第
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
最
初
の
中
期
目
標
の
策
定

に
必
要
な
準
備
と
し
て
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
健

康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
、
独
立
行
政
法
人
評
価
制
度

委
員
会
及
び
研
究
開
発
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
並

び
に
財
務
大
臣
と
の
協
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
権
利
義
務
の
承
継
等
）

第
十
二
条
　

３
　
前
項
の
資
産
の
価
額
は
、
機
構
の
成
立
の
日
現
在
に

お
け
る
時
価
を
基
準
と
し
て
評
価
委
員
が
評
価
し
た
価

額
と
す
る
。

４
　
前
項
の
評
価
委
員
そ
の
他
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
解
散
等
）

第
十
六
条
　

４
　
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
解
散
の
日
の
前
日

を
含
む
事
業
年
度
（
同
日
が
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
場

合
の
当
該
事
業
年
度
を
除
く
。
）
は
、
独
立
行
政
法
人

通
則
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
解
散
の
日
の
前
日
に

終
わ
る
も
の
と
す
る
。

５
　
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
解
散
の
日
の
前
日

を
含
む
中
長
期
目
標
の
期
間
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法

第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
長
期

目
標
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
同
日
に
終
わ
る
も
の
と
す
る
。

（
機
構
へ
の
出
資
）

第
十
七
条
　

２
　
前
項
に
規
定
す
る
資
産
の
価
額
は
、
施
行
日
現
在
に

お
け
る
時
価
を
基
準
と
し
て
評
価
委
員
が
評
価
し
た
価

額
と
す
る
。

３
　
前
項
の
評
価
委
員
そ
の
他
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
六
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の

法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す

る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
六
月
一
二
日
法
律
第
四
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
四
条
中
児
童
福
祉
法
第
二
十
五
条
の
二
の
改
正

規
定
、
第
二
十
条
の
規
定
及
び
第
二
十
一
条
中
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則

第
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
施
行
日
か
ら
起
算

し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
」
を
「
令
和
十
二
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附

則
第
四
十
六
条
の
規
定
　
こ
の
法
律
の
公
布
の
日

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
十
六
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の

法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す

る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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